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壬ム
西闇 説

は
　
じ
　
め
　
　
に

　
日
本
の
労
働
委
員
会
は
、
制
度
発
足
以
来
、
労
使
間
に
生
起
す
る
労
働
争
議
や
不
当
労
働
行
為
事
件
の
解
決
に
重
要
な
機
能
を
果
た
し

て
き
た
の
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
に
な
っ
て
は
、
調
整
事
件
も
不
当
労
働
行
為
事
件
も
申
立
は
低
位
に
あ
り
、
労

働
委
員
会
に
持
ち
込
ま
れ
る
事
件
の
内
容
も
変
化
し
て
、
中
小
企
業
で
の
合
同
労
組
が
ら
み
の
事
件
が
増
え
る
な
ど
、
事
件
の
個
別
紛
争

化
現
象
が
目
立
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
審
査
手
続
に
お
い
て
も
民
事
訴
訟
化
が
進
み
、
救
済
ま
で
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
る
な
ど
、
労
働
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
貝
会
制
度
本
来
の
機
能
や
役
割
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　
他
方
、
近
年
に
お
い
て
は
、
産
業
構
造
の
変
化
や
労
働
市
場
の
流
動
化
に
伴
い
、
解
雇
・
退
職
を
め
ぐ
る
紛
争
を
始
め
と
し
て
、
賃
金

や
退
職
金
の
不
払
い
や
労
働
条
件
の
変
更
を
め
ぐ
る
個
別
紛
争
が
増
加
し
、
こ
れ
ら
が
労
働
関
係
の
民
事
裁
判
事
件
や
労
政
主
管
事
務
所

な
ど
の
行
政
機
関
の
相
談
件
数
の
大
幅
な
増
加
傾
向
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
個
別
的
労
使
紛
争
の
量
的
増
加
は
、
国
際
的

大
競
争
時
代
の
到
来
・
日
本
的
長
期
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
修
正
・
雇
用
形
態
の
多
様
化
な
ど
、
雇
用
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
と
と
も
に
、

一
層
加
速
し
て
い
く
も
の
と
予
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
紛
争
の
質
的
な
面
に
お
い
て
も
、
成
果
給
制
度
の
普
及
に
伴
う
評
価
を
め
ぐ
る
争
い
、

女
性
の
権
利
主
張
、
雇
用
柔
軟
型
労
働
者
の
苦
情
・
不
満
な
ど
、
そ
の
内
容
が
よ
り
多
様
化
・
複
雑
化
し
て
い
く
と
予
測
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
新
し
い
形
態
の
様
々
な
紛
争
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
専
門
性
や
柔
軟
性
を
有
す
る
包
括
的
な
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
が
要
求
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
こ

る
が
、
現
在
の
法
理
と
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
こ
と
が
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
労
使
紛
争
の
解
決
に
す
で
に
多
く
の
実
績
を
あ
げ
て
い
る
労
働
委
員
会
を
中
心
と
し
て
、
個
別

紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
可
能
性
や
そ
れ
を
前
提
に
予
測
さ
れ
る
課
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

本
の
労
働
委
員
会
制
度
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
色
々
な
観
点
か
ら
様
々
な
研
究
が
行
わ
れ
、
す
で
に
多
く
の
文
献
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
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こ
で
、
以
下
で
は
、
日
本
の
労
働
委
員
会
制
度
に
歴
史
的
沿
革
を
保
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
後
の
制
度
改
革
に
よ
り
個
別
紛
争
を
も
扱
っ
て

い
る
韓
国
の
労
働
委
員
会
制
度
を
素
材
と
し
て
、
同
制
度
の
こ
れ
ま
で
の
変
遷
過
程
や
紛
争
処
理
上
の
特
徴
を
比
較
法
的
観
点
か
ら
分
析

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
　

し
た
う
え
、
同
制
度
が
示
唆
す
る
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

一
　
労
働
委
員
会
の
法
制
度
的
概
要

労働委員会における個別紛争処理に関する一研究（李）

　
韓
国
の
労
働
委
員
会
制
度
は
、
一
九
五
三
年
創
設
当
時
、
日
米
の
法
制
度
に
範
を
と
っ
た
た
め
に
、
組
織
・
構
成
に
お
い
て
日
米
（
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
こ

に
日
本
）
の
そ
れ
と
共
通
す
る
点
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
韓
国
の
労
働
委
員
会
が
、
労
使
間
の
紛
争
な
い
し
問
題
を
専
門
的
に
解
決
す
る

た
め
に
設
け
ら
れ
た
、
公
益
・
労
・
使
を
代
表
す
る
三
者
委
員
か
ら
な
る
独
立
の
行
政
機
関
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本
の
そ
れ
と
基
本
的
に

同
じ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
韓
国
の
労
働
委
員
会
制
度
は
、
日
本
の
労
働
委
員
会
制
度
に
そ
の
歴
史
的
な
沿
革
を
保
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
後
の
労
働
法
制

の
改
革
と
と
も
に
、
次
第
に
独
自
の
制
度
と
し
て
の
特
質
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
な
か
で
も
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
労
働
委
員
会
の

権
限
な
い
し
管
轄
範
囲
が
従
来
よ
り
大
幅
に
拡
大
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
の
労
働
委
員
会
の
役
割
は
、
現
在
の
日
本
の

労
働
委
員
会
と
同
様
に
、
不
当
労
働
行
為
の
審
査
や
労
働
争
議
の
調
整
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
集
団
的
労
使
紛
争
の
解
決
に
重
点
が
置
か
れ
て

い
た
が
、
近
来
の
労
働
法
制
の
改
正
に
よ
り
不
当
解
雇
を
中
心
と
し
た
一
定
の
個
別
紛
争
を
も
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
改
正
の
背
景

に
は
、
最
近
の
産
業
構
造
お
よ
び
労
使
関
係
の
変
化
に
伴
い
個
別
紛
争
が
急
増
し
、
こ
れ
が
労
使
間
に
お
い
て
新
た
な
労
働
問
題
と
し
て

登
場
し
た
こ
と
と
、
個
別
紛
争
を
処
理
す
る
唯
一
の
公
的
機
関
た
る
裁
判
所
に
お
い
て
訴
訟
の
遅
延
化
や
高
額
化
が
進
み
、
個
別
紛
争
に

対
す
る
権
利
救
済
機
能
が
功
を
奏
し
な
い
こ
と
な
ど
の
理
由
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
、
労
働
委
員
会
の
管
轄
範
囲
を
広
げ
た
結
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暑A
面冊 説

果
、
労
働
委
員
会
に
持
ち
込
ま
れ
る
個
別
紛
争
の
件
数
は
年
々
増
え
つ
つ
あ
り
、
九
〇
年
に
入
っ
て
か
ら
は
も
は
や
集
団
紛
争
の
水
準
を

上
回
っ
て
い
る
。

　
他
方
、
労
働
委
員
会
が
本
来
的
に
予
定
し
な
か
っ
た
個
別
紛
争
を
処
理
す
る
に
は
、
組
織
・
運
営
上
に
お
い
て
様
々
な
問
題
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
労
働
委
員
会
が
不
当
解
雇
の
よ
う
な
法
的
紛
争
を
審
理
す
る
に
は
、
当
然
な
が
ら
公
正
で
か
つ
厳
格
な
法
的
判
断
が
必
要
と

さ
れ
る
が
、
現
に
労
働
委
員
会
が
そ
う
い
っ
た
中
立
性
や
専
門
性
を
も
っ
て
い
る
か
に
は
従
来
か
ら
批
判
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

労
働
委
員
会
の
管
轄
範
囲
が
あ
ま
り
に
も
包
括
的
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
同
一
事
案
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て
他
の
紛
争
処
理
機
関
（
と
り

わ
け
、
勤
労
基
準
監
督
官
〔
署
〕
や
裁
判
所
な
ど
）
と
競
合
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
際
、
ど
ち
ら
の
手
続
や
救
済
を
優
先
さ

せ
る
べ
き
か
の
よ
う
な
、
難
し
い
法
的
問
題
が
生
ず
る
。
そ
の
他
、
労
働
委
員
会
の
業
務
に
比
べ
て
予
算
が
乏
し
い
こ
と
、
同
委
員
会
が

労
使
双
方
か
ら
必
ず
し
も
信
頼
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
事
務
局
職
員
に
対
す
る
度
重
な
る
人
事
異
動
に
よ
っ
て
紛
争
解
決
に

関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄
積
さ
れ
難
い
こ
と
な
ど
も
、
労
働
委
員
会
の
専
門
化
が
阻
ま
れ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
韓
国
の
労
働
委
員
会
の
仕
組
み
、
機
能
お
よ
び
特
徴
な
ど
を
、
特
に
個
別
紛
争
処
理
の
観
点
か

ら
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
労
働
委
員
会
の
組
織
、
管
轄
お
よ
び
審
理
手
続
を
概
観
し
、
そ
れ
が
現
在
の
法
体
系
の
な
か

に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
か
を
探
っ
て
み
る
。
次
に
、
労
働
委
員
会
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
実
態
を
分
析
し
、
い
か
な
る
紛

争
が
ど
の
よ
う
な
法
理
お
よ
び
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
日
本
労
働
委
員
会
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

比
較
か
ら
韓
国
労
働
委
員
会
の
特
徴
や
課
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
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二
　
労
働
委
員
会
の
組
織
と
構
成

　
労
働
委
員
会
の
組
織
お
よ
び
構
成
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
三
年
に
制
定
さ
れ
た
労
働
委
員
会
法
（
以
後
、
数
回
改
正
、
以
下
で
は
「
労

委
法
」
と
称
す
る
）
に
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
法
は
、
冒
頭
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
労
働
法
制
（
特
に
、
労
組
法
）

を
手
本
に
し
て
作
ら
れ
た
た
め
に
、
労
働
委
員
会
の
組
織
や
構
成
に
関
す
る
大
筋
は
、
日
本
の
労
働
委
員
会
と
変
わ
り
が
な
い
。
し
か
し
、

地
労
委
の
所
管
、
委
員
選
任
の
方
式
、
審
判
委
員
・
調
整
委
員
の
区
分
（
一
九
九
七
年
改
正
の
際
に
導
入
）
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
日
本

と
異
な
っ
た
幾
つ
か
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

労働委員会における個別紛争処理に関する一研究（李）

O
　
組
織
上
の
特
徴

　
労
働
委
員
会
は
、
中
央
労
働
委
員
会
（
中
労
委
）
を
始
め
、
地
方
労
働
委
員
会
（
地
労
委
）
、
特
別
労
働
委
員
会
の
三
種
類
が
あ
り
、

前
二
者
に
つ
い
て
は
労
働
大
臣
が
、
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
当
該
特
定
事
項
を
管
掌
す
る
中
央
行
政
機
関
の
長
が
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
（
労
委
法
二
条
）
。
中
労
委
は
、
首
都
で
あ
る
ソ
ウ
ル
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
下
に
地
域
名
を
冠
す
る
｝
二
の
地

労
委
が
全
国
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
間
に
は
上
下
関
係
の
二
層
構
造
が
と
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
各
委
員
会
に
は
事
務
処

理
を
補
助
す
る
た
め
の
事
務
局
が
置
か
れ
て
い
る
（
労
委
法
一
四
条
）
。
そ
し
て
、
特
別
労
働
委
員
会
と
し
て
は
、
交
通
部
長
官
（
運
輸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

大
臣
）
の
所
轄
と
さ
れ
る
船
員
労
働
委
員
会
が
、
全
国
に
一
〇
箇
所
設
け
ら
れ
て
い
る
（
船
員
法
四
条
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
韓
国
の
労
働
委
員
会
の
基
本
的
仕
組
み
は
、
日
本
の
労
働
委
員
会
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
。
た
だ
一
つ
、

日
本
の
労
働
委
員
会
と
異
な
る
の
は
、
特
別
労
働
委
員
会
を
除
き
、
す
べ
て
の
労
働
委
員
会
が
中
央
政
府
の
労
働
部
長
官
（
労
働
大
臣
）
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論説

の
所
管
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
中
労
委
・
地
労
委
と
も
に
労
働
部
の
管
理
下
に
置
か
れ
、
日
本
の

労
働
委
員
会
の
よ
う
な
徹
底
し
た
地
方
分
権
制
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
韓
国
の
労
働
委
員
会
の
仕
組
み
は
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
ア
メ
リ
カ
の
N
L
R
B
の
組
織
体
系
に
似
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
N
L
R
B
の
場
合
は
、
連
邦
政
府
が
巨
大
な
自
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
を
背
景
と
す
る
州
権
力
を
抑
制
し
、
労
働
行
政
を
強
力
に
推
し
進
め
る
こ
と
に
そ
の
狙
い
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
韓
国
の
労
働
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
の
場
合
は
、
地
方
自
治
の
未
熟
さ
や
中
央
統
制
的
体
質
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
組
織
形
態
に
お
い
て
は
、

労
働
委
員
会
の
運
営
や
人
事
に
政
府
の
介
入
す
る
余
地
を
残
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
労
使
紛
争
の
処
理
に
お
い
て
最

も
肝
要
と
さ
れ
る
独
立
性
や
中
立
性
が
問
わ
れ
る
原
因
と
な
る
。
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口
構
成
上
の
特
徴

（
1
）
　
三
者
委
員
の
任
命

　
労
働
委
員
会
は
、
中
労
委
・
地
労
委
と
も
に
公
益
・
労
・
使
を
代
表
す
る
三
者
委
員
か
ら
な
る
。
従
来
は
、
各
地
労
委
の
業
務
量
が
多

か
れ
少
な
か
れ
、
ま
た
中
労
委
と
地
労
委
と
を
問
わ
ず
、
公
益
・
労
・
使
を
代
表
す
る
各
同
数
（
一
〇
人
）
の
委
員
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、

一
九
九
七
年
三
月
改
正
の
際
に
、
各
地
労
委
の
業
務
量
を
考
慮
し
て
、
七
人
以
上
二
〇
人
以
内
の
範
囲
で
各
委
員
を
弾
力
的
に
運
営
す
る

よ
う
に
調
整
が
図
ら
れ
た
（
労
委
法
六
条
二
項
）
。

　
労
働
者
委
員
お
よ
び
使
用
者
委
員
は
、
労
働
組
合
お
よ
び
使
用
者
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
推
薦
す
る
者
の
な
か
か
ら
、
地
労
委
に
お
い
て
は

中
労
委
の
委
員
長
が
、
そ
し
て
中
労
委
に
お
い
て
は
大
統
領
が
そ
れ
ぞ
れ
委
嘱
す
る
（
同
三
項
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
益
委
員
の
場
合

は
、
当
該
労
働
委
員
会
の
委
員
長
、
労
働
組
合
お
よ
び
使
用
者
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
推
薦
す
る
者
の
な
か
か
ら
、
労
働
者
委
員
お
よ
び
使
用
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者
委
員
の
投
票
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
が
、
中
労
委
の
公
益
委
員
は
大
統
領
が
、
ま
た
地
労
委
の
公
益
委
員
は
大
統
領
が
そ
れ
ぞ
れ
委
嘱

す
る
（
同
四
項
）
。
公
益
委
員
の
選
任
に
お
い
て
も
、
従
来
は
、
労
働
部
長
官
お
よ
び
大
統
領
が
地
労
委
と
中
労
委
の
公
益
委
員
を
そ
れ

ぞ
れ
任
命
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
一
九
九
七
年
改
正
の
際
に
は
、
労
使
委
員
の
投
票
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
を
大
統
領
お
よ
び
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

働
大
臣
が
任
命
す
る
よ
う
に
し
て
、
公
益
委
員
の
任
命
に
お
け
る
公
正
さ
を
図
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
三
者
委
員
の
任
命
に
お
け
る
大
筋
は
、
日
本
の
労
働
委
員
会
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
韓
国
で
は
、
公
益
委

員
を
さ
ら
に
審
判
事
件
を
担
当
す
る
公
益
委
員
（
以
下
、
審
判
担
当
公
益
委
員
）
と
調
整
事
件
を
担
当
す
る
公
益
委
員
（
以
下
、
調
整
担

当
公
益
委
員
）
に
区
分
し
て
委
嘱
す
る
の
が
、
日
本
と
は
異
な
る
（
同
四
項
、
こ
れ
も
一
九
九
七
年
改
正
の
際
に
導
入
さ
れ
た
規
定
で
あ

る
）
Q

（
2
）
　
委
員
の
種
類
・
資
格

　
労
働
委
員
会
の
委
員
は
、
日
本
と
異
な
り
、
常
勤
と
非
常
勤
の
二
種
類
が
あ
り
、
ま
た
、
公
益
委
員
も
審
判
担
当
公
益
委
員
と
調
整
担

当
公
益
委
員
の
二
種
類
に
分
れ
る
。
常
勤
委
員
は
、
当
該
労
働
委
員
会
の
公
益
委
員
の
資
格
を
も
つ
者
の
な
か
か
ら
、
中
労
委
の
委
員
長

と
労
働
部
長
官
の
推
薦
に
基
づ
い
て
大
統
領
が
任
命
す
る
（
二
二
条
一
項
）
。
常
勤
委
員
の
数
は
、
委
員
長
を
含
め
て
二
名
以
内
と
な
つ

　
　
　
ロ
　

て
お
り
、
審
判
事
件
と
調
整
事
件
を
担
当
す
る
（
任
期
は
三
年
で
、
再
任
も
可
能
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
常
勤
委
員
と
な
る
者
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
旧
法
は
、
か
な
り
詳
細
に
定
め
て
い
た
が
、
今
回
の
改
正
法
で
は
一
般
公
務
員
法
上
の
資

格
要
件
（
国
家
公
務
員
法
三
三
条
の
欠
格
事
由
）
の
み
を
要
求
し
て
い
る
（
一
二
条
）
。

　
ま
た
、
一
九
九
七
年
改
正
で
は
、
労
働
委
員
会
の
役
割
分
担
に
よ
る
専
門
化
を
図
る
た
め
に
、
公
益
委
員
を
審
判
公
益
担
当
委
員
と
調

整
担
当
公
益
委
員
と
に
分
離
し
た
。
こ
れ
ら
の
公
益
委
員
の
資
格
基
準
な
ど
に
つ
い
て
は
、
労
委
法
で
詳
細
に
定
め
て
い
る
。
同
法
に
よ
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れ
ば
、
中
労
委
の
審
判
担
当
公
益
委
員
と
な
る
た
め
に
は
、
①
法
学
・
経
営
学
・
経
済
学
な
ど
、
労
働
問
題
と
関
連
す
る
学
問
を
専
攻
し

た
者
と
し
て
、
公
認
さ
れ
た
大
学
で
副
教
授
以
上
の
資
格
で
五
年
以
上
在
職
し
た
者
、
②
裁
判
官
・
検
察
官
・
軍
法
務
官
（
軍
事
裁
判

官
）
・
弁
護
士
ま
た
は
公
認
労
務
士
（
日
本
の
社
会
保
険
労
務
士
に
相
当
）
と
し
て
、
一
〇
年
以
上
在
職
し
た
者
、
③
労
働
関
係
業
務
に

一
〇
年
以
上
従
事
し
た
者
で
、
二
級
ま
た
は
二
級
相
当
以
上
の
公
務
員
と
し
て
在
職
し
た
者
、
④
そ
の
他
、
労
働
関
係
業
務
に
一
五
年
以

上
従
事
し
、
専
門
的
知
識
お
よ
び
経
験
の
あ
る
者
と
し
て
、
審
判
担
当
公
益
委
員
に
相
応
し
い
と
認
め
ら
れ
る
者
、
と
い
っ
た
資
格
要
件

を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
労
委
の
調
整
担
当
公
益
委
員
に
対
す
る
資
格
要
件
も
、
上
記
の
審
判
担
当
公
益
委
員
の
そ
れ
と
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
資
格
要
件
は
、
地
労
委
の
公
益
委
員
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
基
準
を
み
る
と
、
中
労
委

の
公
益
委
員
の
そ
れ
に
比
べ
て
多
少
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

　
日
本
の
場
合
、
労
働
委
員
会
の
委
員
が
非
常
勤
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
厳
格
な
資
格
を
要
求
さ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
韓
国
で
は
、
労
働

委
員
会
の
資
格
要
件
を
か
な
り
詳
し
く
し
か
も
厳
格
に
定
め
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
審
判
業
務
お

よ
び
調
整
業
務
に
お
け
る
専
門
性
を
図
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、
韓
国
労
働
委
員
会
で
は
、
日
本
の
労
働
委
員
会
と
は
異
な
り
、

常
勤
委
員
制
を
採
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
常
勤
委
員
を
中
核
に
労
働
問
題
を
よ
り
積
極
的
か
つ
効
率
よ
く
処
理
せ
ん
と
す
る
狙

い
が
あ
る
。
し
か
し
、
有
能
な
人
材
を
確
保
す
る
に
は
、
常
勤
委
員
に
対
す
る
社
会
的
地
位
や
待
遇
が
低
い
た
め
に
、
公
務
員
出
身
（
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

に
労
働
部
幹
部
出
身
）
が
常
勤
委
員
の
大
半
を
占
め
る
な
ど
、
官
僚
化
が
進
ん
で
い
る
。
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（
3
）
事
務
局

　
労
働
委
員
会
に
は
、
事
務
処
理
を
行
う
事
務
局
が
置
か
れ
、
局
長
以
下
の
職
員
が
配
さ
れ
る
。
事
務
局
長
に
は
、
中
労
委
に
お
い
て
は

書
記
官
が
、
そ
し
て
地
労
委
に
お
い
て
は
行
政
事
務
官
が
そ
れ
ぞ
れ
任
命
さ
れ
る
が
、
そ
の
人
事
権
は
労
働
部
長
官
が
有
す
る
（
労
働
委



員
会
事
務
局
職
制
第
二
条
）
。
こ
の
点
は
や
は
り
、
職
員
の
任
命
に
会
長
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
る
日
本
と
は
異
な
る
。
労
働
委
員
会
に

お
け
る
事
件
処
理
は
、
主
に
委
員
と
審
査
官
が
担
当
す
る
が
、
職
員
が
そ
の
業
務
の
一
部
を
担
当
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
職

で
あ
る
事
務
局
職
員
の
場
合
、
度
重
な
る
人
事
異
動
や
職
員
へ
の
就
任
忌
避
な
ど
に
よ
り
、
専
門
的
知
識
を
も
つ
有
能
な
人
材
を
確
保
し

難
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

三
　
労
働
委
員
会
に
お
け
る
紛
争
処
理

労働委員会における個別紛争処理に関する一研究（李）

　
韓
国
の
場
合
、
労
使
紛
争
を
処
理
す
る
公
的
機
関
と
し
て
は
、
労
働
委
員
会
ほ
か
に
も
裁
判
所
、
勤
労
基
準
監
督
官
（
署
）
な
ど
が
あ

　
ロ
　

る
。
裁
判
所
は
、
日
本
と
同
様
、
労
働
事
件
の
み
な
ら
ず
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
法
的
紛
争
を
扱
う
最
終
的
な
紛
争
処
理
機
関
で
あ
る
。
裁
判

は
、
地
方
法
院
（
地
裁
）
、
高
等
法
院
（
高
裁
）
お
よ
び
大
法
院
（
最
高
裁
）
の
三
審
制
と
な
っ
て
い
る
が
、
行
政
訴
訟
と
な
る
と
、
高

裁
が
第
一
審
と
な
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
労
使
紛
争
の
処
理
機
関
と
し
て
の
裁
判
所
は
、
紛
争
を
終
極
的
に
処
理
す
る
と
い
う
点
で
は

存
在
意
義
が
大
き
い
が
、
他
方
、
裁
判
手
続
は
、
審
理
の
遅
延
や
訴
訟
費
用
の
高
額
化
に
よ
る
「
敷
居
の
高
さ
」
が
従
来
か
ら
問
題
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
　

な
っ
て
お
り
、
裁
判
所
で
処
理
さ
れ
る
労
働
事
件
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
評
価
は
必
ず
し
も
高
く
は
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
労
使
紛
争
を
よ
り
積
極
的
に
処
理
し
て
い
る
の
は
、
労
働
委
員
会
お
よ
び
勤
労
基
準
監
督
官
（
以
下
「
監
督
官
」
）

で
あ
る
。
両
者
の
本
来
的
業
務
は
、
前
者
は
、
主
と
し
て
集
団
紛
争
を
処
理
す
る
独
立
行
政
機
関
で
あ
り
、
後
者
は
、
監
督
行
政
に
よ
っ

て
勤
労
基
準
法
（
以
下
「
勤
基
法
」
）
上
の
実
効
性
を
確
保
す
る
労
働
行
政
監
督
機
関
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
日
本
の
労
基
署

と
労
働
委
員
会
の
場
合
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
。
し
か
し
、
韓
国
の
労
働
委
員
会
お
よ
び
監
督
官
は
、
こ
の
よ
う
な
本
来
的
な
業
務

の
ほ
か
、
労
使
間
に
生
じ
る
紛
争
な
ど
の
労
働
問
題
を
幅
広
く
扱
っ
て
い
る
点
で
、
日
本
の
労
基
署
と
は
異
な
っ
た
特
徴
が
あ
る
と
い
え
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説
　
　
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
旦
ハ
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う

論
　
　
と
こ
ろ
に
限
っ
て
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
）
。

（
た
だ
、
監
督
官
制
度
に
関
し
て
は
、
労
働
委
員
会
制
度
と
関
連
す
る
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O
　
労
働
委
員
会
の
権
限

　
労
働
委
員
会
は
、
独
立
の
行
政
機
関
で
あ
っ
て
、
労
働
組
合
お
よ
び
労
働
関
係
調
整
法
（
以
下
、
労
調
法
）
や
勤
労
基
準
法
（
以
下
、

旧
基
法
）
ま
た
は
労
委
法
で
規
定
す
る
権
限
を
独
立
し
て
行
な
う
。
す
な
わ
ち
、
労
働
委
員
会
は
、
所
轄
な
い
し
設
置
機
関
た
る
政
府
や

労
働
部
長
官
の
指
揮
命
令
を
受
け
ず
に
独
立
し
て
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
委
員
会
の
権
限
と
し
て
は
、
判
定
的
（
準
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
バ
　

法
的
）
権
限
、
調
整
的
権
限
、
そ
の
他
中
労
委
の
特
別
権
限
や
政
策
的
権
限
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
判
定
的
権
限
お
よ
び
調
整
的
権

限
と
は
、
労
使
当
事
者
の
申
立
お
よ
び
行
政
官
庁
の
要
請
を
受
け
て
、
こ
れ
を
判
定
ま
た
は
調
整
す
る
権
限
を
そ
れ
ぞ
れ
称
し
、
こ
れ
は

労
働
委
員
会
の
紛
争
解
決
に
お
い
て
最
も
重
要
な
権
限
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
権
限
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
労
委
法
を
始
め
、
労
調
法
や
勤

基
法
な
ど
で
詳
細
に
定
め
て
い
る
が
、
日
本
の
労
働
委
員
会
の
権
限
に
比
べ
て
、
そ
の
権
限
の
内
容
（
特
に
判
定
的
権
限
）
が
実
に
多
様

で
あ
る
。

　
目
糞
の
表
ユ
は
、
労
働
委
員
会
の
主
な
権
限
の
内
容
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
労
働
委
員
会
は

労
使
紛
争
を
始
め
と
し
て
、
使
用
者
の
申
請
事
項
、
行
政
官
庁
の
要
請
事
項
に
至
る
ま
で
、
様
々
な
事
項
を
審
査
・
判
定
し
て
い
る
の
が

注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
他
方
、
労
働
委
員
会
に
よ
る
労
使
紛
争
の
処
理
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
そ
れ
は
第
一
に
、
労
働
委
員

会
が
不
当
労
働
行
為
の
よ
う
な
集
団
紛
争
と
は
別
に
、
不
当
解
雇
や
労
働
契
約
違
反
を
め
ぐ
る
紛
争
な
ど
、
個
別
紛
争
も
相
当
扱
っ
て
い

る
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
最
近
で
は
集
団
紛
争
よ
り
む
し
ろ
個
別
紛
争
の
処
理
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
は
、
労
働
委
員
会
が
、
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［表1］　労働委員会の主な権限

全員会議

審判委員会

調停委員会

仲裁委員会

特別調停委

員会

権限の内容

関係行政機関に対する労働条件の勧告（労委法二二条）

労働委員会の運営に関する基本方針の指示および法令解釈（労委法二四条）

労働委員会の規則制定（労委法二五条）

技能養成に関する大統領令の制定における諮問（斗酒法七八条）

違法解雇の審査と救済命令（勤基法三三条二項）

作業手当支払の例外認定（勤基法四五条二項）

休業補償や障害補償に対する例外認定（旧基法八四条）

労働部長官の災害補償審査仲裁異議申請に関する審査（勤怠法九二条）

労働組合の臨時総会・臨時代議員召集権者指名の承認（労調法十八条三項）

労働組合の規約・決議・処分に対する是正命令の議決（労調法ニー条）

労働組合の解散に関する議決（労調法二八条一項四号）

労働協約の違法な内容に対する是正議決（労調法三一条三項）

労働協約の解釈に対する意見提示（労調法三四条）

労働協約の地域的拡張適用の決議（労調法三六条一項）

争議行為における暴力・破壊行為中止の決議（労調法四二条三項）

労働部長官による緊急調整決定における諮問（労調法七六条二項）

不当労働行為の審査と救済命令（労調法八二条～八六条）

労働争議の調停（労調法五三条以下）

労働部長官の災害補償審査仲裁異議申立に関する仲裁（勤基法九二条）

労働争議などの仲裁（労調法六二条、八○条）

公益事業における労働争議の調停（労調法七二条）

旧
基
三
二
条
）
、
争
議
行
為
を
バ
ッ
ク
グ
ラ

不
一
致
に
よ
っ
て
生
じ
た
紛
争
状
態
」

と
し

な
ど
、
労
働
条
件
の
決
定
に
関
す
る
主
張
の

金
、
労
働
時
間
、
福
祉
、
解
雇
そ
の
他
待
遇

使
用
者
ま
た
は
使
用
者
団
体
と
の
間
に
、
賃

法
五
章
）
、
労
働
争
議
と
は
「
労
働
組
合
と

調
停
・
仲
裁

に
あ
る
と
し
た
う
え
で
（
同

調
整
的
権
限
は
労
働
争
議
の
調
整
（
斡
旋

わ
ち
、
労
調
法
に
よ
れ
ば
、
労
働
委
員
会
の

範
囲
が
広
く
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な

れ
る
の
は
、
労
働
委
員
会
の
調
整
的
権
限
の

の
紛
争
処
理
と
関
連
し
て
も
う
一
つ
注
目
さ

す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
労
働
委
員
会

間
接
的
な
方
法
を
通
じ
て
労
使
紛
争
を
処
理

と
と
も
に
、
行
政
官
庁
を
援
助
す
る
と
い
う

使
紛
争
を
事
前
に
予
防
す
る
役
割
を
果
た
す

項
を
審
査
・
判
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労

使
用
者
の
申
請
事
項
や
行
政
官
庁
の
要
請
事

66（2。95）507



説
　
　
ウ
ン
ド
に
し
た
集
団
紛
争
の
み
な
ら
ず
、
労
働
条
件
を
め
ぐ
る
労
使
間
の
争
い
ま
で
労
働
委
員
会
の
調
整
の
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
を
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　

論
　
　
ら
か
に
し
て
い
る
。

66 （2 ・96） 508

口
紛
争
処
理
手
続

　
韓
国
労
働
委
員
会
に
お
け
る
紛
争
処
理
手
続
は
、
日
本
と
同
様
に
、
大
き
く
判
定
手
続
と
調
整
手
続
に
分
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
手
続
を

日
本
と
比
較
し
て
み
る
と
、
ま
ず
調
整
手
続
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
判
定
手
続
に
お
い
て
は
、
日
本
の
そ
れ

と
は
異
な
っ
た
幾
つ
か
の
特
微
が
見
ら
れ
る
。
以
下
、
判
定
手
続
の
特
徴
に
つ
い
て
、
集
団
紛
争
お
よ
び
個
別
紛
争
の
典
型
と
も
い
え
る

不
当
労
働
行
為
お
よ
び
不
当
解
雇
の
場
合
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
み
よ
う
。

（
1
）
　
不
当
労
働
行
為
の
審
査
と
救
済

　
労
組
法
は
、
憲
法
三
三
条
で
保
障
す
る
労
働
三
権
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
使
用
者
の
一
定
の
反
組
合
的
行
為
を
禁
止
し
た
う

え
（
八
一
条
）
、
こ
の
禁
止
規
定
違
反
に
つ
き
労
働
委
員
会
に
よ
る
救
済
手
続
を
定
め
て
い
る
（
八
二
条
以
下
）
。
同
制
度
も
、
日
本
の
制

度
に
範
を
と
っ
た
た
め
に
、
不
当
労
働
行
為
の
類
型
は
日
本
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
救
済
手
続
に
お
い
て
は
、
日
本
の
そ

れ
と
は
異
な
っ
た
幾
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。

　
そ
れ
は
第
一
に
、
不
当
労
働
行
為
に
対
す
る
救
済
の
仕
組
み
は
、
労
働
委
員
会
に
よ
る
行
政
救
済
の
ほ
か
に
、
裁
判
所
に
よ
る
司
法
救

済
や
監
督
官
に
よ
る
救
済
（
是
正
措
置
）
の
道
も
開
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
不
当
労
働
行
為
に
対
す
る
司
法
救

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
げ

済
を
禁
じ
る
法
的
根
拠
が
な
い
こ
と
と
、
不
当
労
働
行
為
制
度
に
関
す
る
事
項
も
監
督
官
の
監
督
業
務
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
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ゆ
　

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
者
に
お
い
て
は
、
不
当
労
働
行
為
救
済
制
度
と
憲
法
三
三
条
と
の
関
係
を
い
か
に
解
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
議

論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
後
者
に
お
い
て
も
、
不
当
労
働
行
為
の
よ
う
な
集
団
紛
争
は
、
監
督
官
の
監
督
業
務
に
は
な
じ
ま
な
い

と
い
う
批
判
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
不
当
労
働
行
為
は
、
実
際
、
司
法
救
済
手
続
あ
る
い
は
監
督
官
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ

る
ケ
ー
ス
は
ご
く
稀
で
あ
っ
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
労
働
委
員
会
に
お
い
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
審
問
手
続
は
、
日
本
と
同
様
、
民
事
訴
訟
的
（
当
事
者
主
義
と
弁
論
主
義
）
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
審
理
の
迅
速
化
や
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

費
用
の
低
廉
化
を
図
る
た
め
に
、
申
立
期
間
と
出
訴
期
間
を
短
く
設
定
す
る
ほ
か
、
弁
護
士
と
は
別
途
に
、
　
「
公
認
労
務
士
」
に
よ
る
救

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　

済
申
立
の
代
理
を
認
め
る
な
ど
、
様
々
な
措
置
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
不
当
労
働
行
為
の
救
済
方
法
と
し
て
原
状
回
復
主
義
と
処
罰
主
義
を
併
用
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
の
行

為
が
不
当
労
働
行
為
と
判
定
さ
れ
た
場
合
、
使
用
者
は
、
労
働
委
員
会
の
発
す
る
救
済
命
令
と
は
別
に
、
二
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
二
千

万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
（
労
調
法
九
〇
条
）
。
こ
れ
は
、
使
用
者
の
不
当
労
働
行
為
を
極
力
抑
制
す
る
こ
と
に
そ
の
狙
い

が
あ
る
。
し
か
し
、
使
用
者
が
こ
の
禁
止
に
違
反
し
て
、
そ
の
効
果
と
し
て
実
際
に
制
裁
を
受
け
る
ケ
ー
ス
は
稀
で
あ
る
。
し
か
し
他
方

で
、
労
働
委
員
会
が
使
用
者
に
対
し
て
処
罰
規
定
へ
の
適
用
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
当
労
働
行
為
事
件
の
迅
速
な
解
決
（
和
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

取
下
げ
）
を
図
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
使
用
者
に
救
済
命
令
の
履
行
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
救
済
命
令
の
実
効
性
を
高
め
る
の
が
そ
の
目

的
で
あ
る
が
、
た
だ
し
、
今
回
の
改
正
労
委
法
で
は
罰
則
規
定
は
置
い
て
い
な
い
。
従
来
は
、
労
働
委
員
会
の
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
は
、

二
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
三
千
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
（
旧
労
組
法
四
六
条
）
、
こ
の
罰
則
規
定

は
今
回
の
改
正
で
削
除
さ
れ
た
。

　
第
五
に
、
不
当
労
働
行
為
事
件
が
行
政
訴
訟
と
な
る
と
、
高
等
法
院
（
高
裁
）
が
第
一
審
と
な
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
使
当
事

66　（2　●97）　509



説
　
　
者
は
、
地
労
委
の
判
断
に
不
服
の
あ
る
場
合
、
中
労
委
に
再
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
中
労
委
の
判
断
に
も
不
服
の
あ
る
場
合

論
　
　
に
は
、
さ
ら
に
高
裁
や
最
高
裁
に
行
政
処
分
の
取
消
を
求
め
る
行
政
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
要
す
る
に
、
不
当
労
働
法
為
事

　
　
件
の
処
理
手
続
は
、
地
労
委
、
中
労
委
、
高
裁
、
最
高
裁
の
四
段
階
と
な
っ
て
い
る
）
。

66 （2 ・98） 5m

（
2
）
　
不
当
解
雇
の
審
査
と
救
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ヨ

　
現
行
勤
基
法
は
、
民
法
上
の
契
約
自
由
（
n
解
雇
自
由
）
の
原
則
を
制
限
す
る
諸
規
定
を
設
け
て
い
る
。
解
雇
制
限
規
定
と
し
て
は
、

大
別
す
る
と
・
特
定
な
理
由
に
よ
る
解
雇
を
制
限
す
る
「
特
別
な
解
雇
保
護
規
定
」
嫡
正
当
な
理
由
の
な
い
解
雇
を
禁
じ
る
コ
般
的

な
解
雇
保
護
規
定
」
が
あ
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
監
督
官
が
、
そ
し
て
後
者
に
つ
い
て
は
労
働
委
員
会
が
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
韓
国
で
は
、
労
働
委
員
会
が
労
調
法
上
の
不
当
労
働
行
為
に
よ
る
解
雇
と
は
別
に
、
勤
基
法
上
の
不
当
解

雇
事
件
を
扱
っ
て
い
る
の
が
、
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
勤
基
法
は
不
当
解
雇
を
労
働
委
員
会
の
管
轄
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
具
体
的
な
救
済
手
続
に
つ
い
て
は
別
途
に
定
め
て
い
な

い
。
た
だ
し
、
同
法
に
は
、
不
当
解
雇
の
救
済
に
つ
い
て
も
労
調
法
が
創
設
す
る
不
当
労
働
行
為
の
救
済
手
続
（
労
調
法
八
二
条
～
八
六

条
）
が
適
用
（
正
確
に
は
準
用
）
さ
れ
る
と
い
う
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
（
勤
基
法
三
三
条
二
項
）
。
こ
の
規
定
は
、
一
九
八
九
年
の
勤

基
法
改
正
の
際
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
が
、
労
働
委
員
会
は
、
こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
解
雇
の
正
当
性
の
如
何
を
審
査
し
、

不
当
な
解
雇
に
対
し
て
は
救
済
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
在
の
労
働
委
員
会
制
度
の
下
で
は
、
解

雇
紛
争
が
不
当
解
雇
に
よ
る
個
別
紛
争
か
あ
る
い
は
不
当
労
働
行
為
に
よ
る
集
団
紛
争
か
を
問
わ
ず
、
同
一
の
救
済
手
続
に
よ
っ
て
処
理

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
不
当
解
雇
が
不
当
労
働
行
為
の
救
済
手
続
に
準
ず
る
形
で
処
理
さ
れ
る
と
し
て
も
、
不
当
労
働
行
為
の
救

済
命
令
違
反
に
対
す
る
制
裁
（
労
調
法
九
〇
条
）
は
、
不
当
解
雇
に
は
適
用
さ
れ
な
い
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
不
当



解
雇
の
場
合
も
、
不
当
労
働
行
為
の
場
合
と
同
様
に
、
労
働
委
員
会
の
ほ
か
裁
判
所
に
よ
る
司
法
救
済
や
監
督
官
に
よ
る
是
正
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
不
当
解
雇
が
労
働
委
員
会
の
管
轄
事
項
と
な
っ
て
か
ら
は
、
不
当
解
雇
事
件
が
民
事
訴
訟
手
続
で
争
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ケ
ー
ス
は
激
減
し
て
お
り
、
他
方
で
は
、
労
働
委
員
会
に
お
け
る
処
理
件
数
は
年
々
増
え
つ
つ
あ
る
。

口
　
労
使
紛
争
処
理
の
処
理
状
況

労働委員会における個別紛争処理に関する一研究（李）

（
1
）
　
最
近
の
動
向

　
次
に
、
最
近
の
労
働
委
員
会
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
労
働
委
員
会
に
お
け
る
紛
争
処
理
を

マ
ク
ロ
的
に
み
る
と
、
判
定
事
件
・
調
整
事
件
と
も
に
一
九
八
八
年
と
一
九
八
九
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
徐
々
に
減
少
し
て
い
る
傾
向
を
み

せ
て
い
る
（
別
表
1
、
5
参
照
）
。
労
使
紛
争
が
八
○
年
代
後
半
に
な
っ
て
急
増
し
た
の
は
、
政
治
的
民
主
化
の
影
響
を
受
け
て
大
規
模

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ

の
労
働
争
議
が
生
じ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
後
は
、
労
使
関
係
の
沈
静
化
に
伴
い
労
働
争
議
（
調
整
事
件
）
が
激
減
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
判
定
事
件
の
件
数
は
若
干
減
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
労
働
事
件
全
体
の
う
ち
、
判
定
事
件
の
占
め
る
割
合
か
ら
す
る

と
依
然
と
し
て
多
い
。
こ
れ
を
数
字
か
ら
み
る
と
、
判
定
事
件
は
調
整
事
件
の
約
三
倍
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
も
う
一
つ
注

目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
判
定
事
件
の
大
半
は
個
別
紛
争
で
あ
り
、
な
か
で
も
解
雇
紛
争
の
占
め
る
比
率
が
高
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
労
働
委
員
会
の
紛
争
処
理
の
役
割
が
、
労
働
争
議
の
調
整
機
能
か
ら
個
別
紛
争
の
判
定
機
能
ヘ
シ
フ
ト
し
て
い
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
労
働
争
議
の
調
整
を
最
大
の
任
務
と
し
て
き
た
労
働
委
員
会
の
長
い
歴
史
に
と
っ
て
画
期
的
な

こ
と
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
一
九
八
九
年
の
勤
基
法
改
正
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
よ
り
労
働
委
員
会
の
権
限
が
個
別
紛
争
の
処
理
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ま
で
裁
判
所
で
処
理
さ
れ
て
き
た
個
別
紛
争
が
労
働
委
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説
　
　
員
会
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、

論
　
　
退
な
ど
に
伴
い
急
速
に
進
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
近
来
の
産
業
構
造
の
変
化
や
、
雇
用
関
係
の
個
別
化
ま
た
労
働
組
合
の
衰

（
2
）
　
紛
争
処
理
上
の
特
徴

　
労
働
委
員
会
の
紛
争
処
理
機
能
が
、
従
来
の
労
働
争
議
に
対
す
る
調
整
機
能
か
ら
個
別
紛
争
に
対
す
る
判
定
機
能
へ
そ
の
重
点
が
移
り

つ
つ
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
個
別
紛
争
を
中
心
と
す
る
判
定
事
件
の

処
理
上
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
判
定
事
件
の
処
理
状
況
を
み
る
と
、
紛
争
全
体
の
八
割
以
上
が
手
続
上
の
和
解
ま
た
は
和
解
に
よ
る
取
り
下
げ
の
形
で
終
決
し

て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
不
当
解
雇
の
場
合
、
受
理
事
件
の
九
割
以
上
が
当
該
年
度
内
に
処
理
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

う
ち
約
五
割
は
初
審
で
の
和
解
に
よ
っ
て
終
決
し
て
い
る
。
初
審
で
の
和
解
率
が
や
や
低
め
に
な
っ
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、
和
解
手
続

が
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
や
棄
却
率
が
高
い
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
不
当
解
雇
の
救
済
手
続
が
定
着
さ
れ
る
に
つ

れ
て
和
解
率
は
徐
々
に
⊥
嘉
し
て
お
り
、
こ
れ
に
再
審
で
の
和
解
率
を
合
わ
せ
る
と
和
解
率
は
大
体
八
割
以
上
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
は
、
不
当
労
働
行
為
の
場
合
に
も
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

　
労
働
委
員
会
に
お
け
る
紛
争
処
理
上
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
裁
判
所
に
比
べ
て
紛
争
を
迅
速
で
か
つ
低
廉
に
処
理
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
特
に
、
迅
速
な
紛
争
処
理
は
労
働
委
員
会
制
度
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
と
も
い
え
る
が
、
た
と
え
ば
初
審
の
場
合
、
判
定
事
件
の
約
八

割
が
申
立
か
ら
一
ヵ
月
以
内
に
処
理
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
決
が
三
ヵ
月
以
上
か
か
る
ケ
ー
ス
は
稀
で
あ
る
。
た
だ
、
一
九
九
七
年
に

入
っ
て
か
ら
は
審
判
事
件
の
処
理
に
か
か
る
期
間
も
前
年
度
に
比
べ
て
一
〇
日
以
上
長
く
な
っ
て
お
り
、
最
終
的
処
理
ま
で
三
ヶ
月
を
超

え
る
事
件
も
か
な
り
増
え
て
い
る
（
別
表
3
参
照
）
。
こ
れ
は
、
今
回
の
改
正
で
判
定
業
務
と
調
整
業
務
が
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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審
判
事
件
に
対
す
る
判
断
が
慎
重
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
裁
判
手
続
に
比
べ
る
と
か
な
り
早
い
ス
ピ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
紛
争
処
理
は
、
労
働
法
の
保
障
す
る
権
利
を
迅
速
に
救
済
す
る
と
い
う
点
で
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、

こ
れ
は
他
方
で
、
訴
訟
費
用
の
低
額
化
に
も
直
接
つ
な
が
る
。
特
に
、
後
者
の
場
合
は
、
訴
訟
費
用
を
よ
り
安
く
す
る
た
め
に
、
手
数
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

を
低
額
に
す
る
ほ
か
、
弁
護
士
に
代
わ
っ
て
比
較
的
に
費
用
の
安
い
公
認
労
務
士
に
よ
る
代
理
を
認
め
る
な
ど
、
様
々
な
措
置
が
工
夫
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
判
定
事
件
の
場
合
、
申
立
人
の
ほ
と
ん
ど
が
経
済
的
に
弱
い
立
場
に
あ
る
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
労

働
委
員
会
に
よ
る
迅
速
で
か
つ
低
廉
な
紛
争
解
決
は
、
労
働
者
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
。

四
　
労
働
委
員
会
制
度
の
特
徴
一
日
本
の
労
働
委
員
会
制
度
と
の
比
較
的
観
点
か
ら
一

労働委員会における個別紛争処理に関する一研究（李）

　
以
上
、
労
働
委
員
会
の
組
織
・
構
成
お
よ
び
紛
争
処
理
の
現
状
に
つ
い
て
述
べ
た
。
最
後
に
、
韓
国
労
働
委
員
会
制
度
の
特
徴
を
日
本

の
労
働
委
員
会
と
の
比
較
的
観
点
か
ら
整
理
し
て
み
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
管
轄
事
項
の
範
囲
が
幅
広
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
労
働
委
員
会
は
、
不
当
労
働
行
為
の
救
済
や
労
働
争
議
の
調
整
な
ど
、

管
轄
事
項
が
集
団
紛
争
に
限
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
韓
国
労
働
委
員
会
は
、
不
当
労
働
行
為
や
労
働
争
議
は
も
ち
ろ
ん
、
不
当
解
雇

を
含
む
個
別
紛
争
も
幅
広
く
扱
っ
て
い
る
。
特
に
、
最
近
に
な
っ
て
は
、
不
当
労
働
行
為
事
件
が
激
減
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
解
雇
が
ら

み
の
紛
争
が
労
働
委
員
会
に
お
け
る
事
件
の
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
。

　
第
二
に
、
労
働
委
員
会
の
組
織
が
専
門
化
・
細
分
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
韓
国
労
働
委
員
会
で
は
、
日
本
と
は
異

な
り
、
公
益
委
員
の
常
勤
制
を
採
用
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
公
益
委
員
全
員
が
常
勤
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
各
労
働
委
員
会
に
は

二
人
以
内
の
範
囲
で
常
勤
の
公
益
委
員
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
業
務
処
理
に
お
け
る
一
貫
性
や
専
門
性
を
図
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
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論

九
七
年
の
労
働
法
改
正
の
際
に
は
、
判
定
業
務
と
調
整
業
務
を
分
離
し
、
公
益
委
員
の
役
割
分
担
に
よ
る
専
門
化
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、

各
労
働
委
員
会
に
は
、
業
務
処
理
能
力
の
あ
る
審
査
官
が
配
置
さ
れ
、
事
件
の
調
査
か
ら
審
査
、
命
令
書
の
作
成
に
至
る
ま
で
、
様
々
な

役
割
を
こ
な
し
て
い
る
。

　
第
三
に
、
中
央
集
権
的
性
格
が
強
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
の
地
労
委
は
、
日
本
と
異
な
り
、
中
央
組
織
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
韓
国
の
地
労
委
．
で
は
、
日
本
の
地
労
委
の
よ
う
に
、
地
域
的
特
性
を
反
映
し
、
こ
れ
を
業
務
に
生
か
す
の
は
難
し
く
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
韓
国
で
は
、
中
央
公
務
員
を
地
労
委
に
派
遣
し
て
い
る
た
め
に
、
業
務
の
↓
貫
性
や
迅
速
性
を
図
り
や
す
い

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

　
第
四
に
、
労
働
委
員
会
に
お
け
る
判
定
手
続
が
、
裁
判
手
続
に
比
べ
て
比
較
的
に
簡
易
迅
速
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
韓
国
労
働
委
員
会

で
は
、
こ
と
に
紛
争
解
決
に
お
け
る
迅
速
さ
を
図
る
た
め
に
、
出
訴
期
間
を
短
く
設
定
す
る
ほ
か
、
行
政
訴
訟
の
際
に
は
高
裁
を
第
一
審

に
す
る
な
ど
様
々
な
措
置
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
紛
争
を
迅
速
・
低
廉
に
解
決
す
る
た
め
に
、
弁
護
士
と
は
別
に
、
手
数
料
の

安
い
公
認
労
務
十
に
よ
る
代
理
や
当
事
者
に
よ
る
申
立
を
も
広
く
認
め
て
い
る
。
な
お
、
委
員
に
対
す
る
事
件
の
割
当
も
、
各
委
員
の
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ヒ

合
の
よ
い
口
を
聞
い
た
う
え
で
、
ラ
ン
ダ
ム
方
式
で
事
件
を
当
て
て
い
る
た
め
に
、
日
本
の
よ
う
な
日
程
調
整
に
よ
る
審
理
遅
延
の
問
題

は
生
じ
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
審
問
終
了
後
の
合
議
に
も
、
直
接
審
問
に
当
た
っ
た
委
員
の
み
が
参
加
し
て
い
る
た
め
に
決
定
が
迅
速

に
行
な
わ
れ
お
り
、
ま
た
命
令
書
を
短
く
書
く
の
も
迅
速
な
紛
争
処
理
を
促
し
て
い
る
。

　
最
後
に
、
職
権
主
義
的
性
格
が
強
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
労
働
委
員
会
に
お
い
て
は
、
委
員
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
て

紛
争
処
理
に
当
た
っ
て
い
る
た
め
に
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
紛
争
処
理
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
当
事
者
側
が

イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
て
い
る
日
本
と
は
異
な
る
。
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お
わ
り
に
一
問
題
点
と
課
題
一

労働委員会における個別紛争処理に関する一研究（李）

　
最
近
、
日
本
で
も
、
個
別
労
働
関
係
に
お
け
る
紛
争
の
処
理
シ
ス
テ
ム
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う

な
関
心
か
ら
、
韓
国
労
働
委
員
会
を
素
材
と
し
て
、
個
別
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
可
能
性
や
問
題
点
を
探
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ

た
。　

冒
頭
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
韓
国
の
労
働
委
員
会
制
度
は
、
日
本
と
同
様
に
、
不
当
労
働
行
為
の
救
済
や
労
働
争
議
の
調
整
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
た
が
、
労
働
政
策
上
の
必
要
（
た
と
え
ば
、
一
九
八
九
年
勤
基
法
改
正
）
か
ら
、
次
第
に
解
雇
紛
争
を
含
む
個
別
紛
争
ま
で
管

轄
範
囲
が
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
労
働
委
員
会
は
、
そ
の
組
織
が
政
府
か
ら
完
全
に
独
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
専
門
性
も
乏
し
い
と
の
理
由
な
ど
か
ら
、
労
働
委
員
会
が
個
別
紛
争
を
判
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
批
判
の
声
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
一
九
九
七
年
の
労
委
法
改
正
の
際
に
は
、
従
来
か
ら
批
判
の
多
か
っ
た
労
働
委
員
会
の
独
立
性
や
専
門
性
を
図
る
な
ど
、
制
度

全
般
に
わ
た
っ
て
改
編
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
労
働
委
員
会
は
個
別
紛
争
処
理
機
関
と
し
て
定
着
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
特
に
、
労
働

委
員
会
の
判
定
手
続
は
、
民
事
裁
判
手
続
に
比
べ
て
簡
易
迅
速
で
あ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
っ
て
、
個
別
紛
争
の
典
型
と
も
い
え
る
解

雇
紛
争
の
実
に
半
数
以
上
が
労
働
委
員
会
で
解
決
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
改
編
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
第
一
に
、
公
的
紛
争
処
理
機
関
と
し
て
の

独
立
性
が
乏
し
い
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
労
働
委
員
会
の
目
的
が
、
労
働
関
係
の
安
定
や
発
展
に
資
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば

（
労
委
法
一
条
）
、
独
立
行
政
機
関
と
し
て
の
中
立
性
は
欠
か
せ
な
い
要
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
労
働
委
員
会
は
、
実
際
、
中
央

政
府
（
労
働
部
）
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
お
り
、
ま
た
現
行
法
の
な
か
に
は
国
や
政
府
機
関
が
介
入
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
規
定
も
少

な
く
な
撃
こ
れ
は
、
強
力
な
中
央
集
権
を
背
景
に
労
働
行
政
の
効
率
を
高
め
よ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
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労
働
委
員
会
の
組
織
や
運
営
に
国
や
政
府
機
関
の
干
渉
す
る
余
地
を
残
す
の
は
、
労
働
委
員
会
が
労
使
双
方
か
ら
信
頼
を
得
ら
れ
な
い
原

因
の
ぢ
と
な
り
か
ね
な
緊

　
第
二
に
、
紛
争
解
決
に
お
い
て
専
門
性
が
乏
し
い
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
今
回
の
改
正
で
多
少
解
消
さ
れ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
地

域
に
よ
っ
て
は
バ
ラ
ツ
キ
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
審
判
業
務
に
当
た
っ
て
い
る
公
益
委
員
の
み
を
み
て
も
、
労
働
法
や
訴
訟
法
に
詳

し
い
委
員
が
配
さ
れ
て
い
る
の
は
中
労
委
を
始
め
幾
つ
か
の
大
き
な
地
労
委
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
地
労
委
に
お
い
て
は
必
ず
し

も
労
働
問
題
専
門
家
が
審
判
委
員
と
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
ほ
か
、
常
勤
委
員
に
対
す
る
社
会
的
地
位
や
待
遇
が
低
い
た
め

に
有
能
な
人
材
を
確
保
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
判
定
・
調
整
業
務
に
携
わ
る
事
務
局
職
員
も
下
級
公
務
員
を
も
っ
て
充
て
て
い
る

こ
と
、
事
務
局
予
算
の
少
な
さ
や
職
員
に
対
す
る
度
重
な
る
人
事
異
動
な
ど
も
、
労
働
委
員
会
の
専
門
化
が
阻
ま
れ
る
原
因
と
な
っ
て
い

る
。　

第
三
に
、
当
事
者
に
弁
明
の
機
会
が
十
分
与
え
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
特
に
、
韓
国
の
労
働
委
員
会
は
、
職
権
主
義
的
性
格
が
強

い
た
め
に
、
紛
争
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
処
理
さ
れ
る
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
も
の
の
、
証
人
や
相
手
方
に
対
し
て
審
問
す
る
機
会
が
十
分
保
障
さ

れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
準
備
書
面
の
段
階
で
証
言
な
ど
を
採
択
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
当
事
者
の
言
い
分
を
じ
っ
く
り
聞
い
た
上
で

判
断
を
す
る
日
本
と
は
か
な
り
様
相
が
違
う
。
労
働
委
員
会
が
公
的
紛
争
処
理
機
関
で
あ
る
以
上
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
（
α
話
　
只
。
9

¢
ω
ω
）
上
の
問
．
題
が
生
じ
な
い
よ
う
に
工
夫
す
る
必
．
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
今
回
の
労
委
法
改
正
に
伴
い
個
別
紛
争
処
理
に
お
い
て
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
が
進
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
審
判
業
務

と
調
整
業
務
が
分
離
さ
れ
て
か
ら
は
、
審
判
委
員
が
行
政
訴
訟
を
意
識
し
始
め
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
従
来
に
比
べ
て
紛
争
処
理
が
長

引
く
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
新
労
委
法
は
、
労
働
委
員
会
制
度
の
設
置
目
的
を
「
労
働
関
係
に
お
け
る
判
定
お
よ
び
調
整
業
務
を
迅

速
・
公
正
に
す
る
こ
と
」
と
關
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、
審
判
事
件
の
民
訴
化
現
象
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
い
わ
ざ
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労働委員会における個別紛争処理に関する一研究（李）

［別表1］　労働委員会における審判事件受理件数（初審）

単位：件

年度別 計 不当労働 不当解雇 解雇予告 休業手当 休業補 ＊その他

行為 例外 支給例外 償・傷害

補償例外

1987 795 522 0 159 0 7 107

1988 ！，707 1，439 0 118 0 6 144

1989 4，477
1
7
2
1
，

706 39 0 5 2，006

1990 4，203 1，160 1，134 0 10 6 1，893

1991 3，579 784 ！，138 0 〕一19 3 1，535

1992 3，213 744 1，395 0 64 4 1，006

1993 3，226 619 1，608 0 13 2 984

1994 2，991 548 1，566 0 4 0 873

1995 2，940 566 L578 0 1 0 795

1996 2，866 539 1，632 0 2 3 690

1997 2，767 495 1，928 0 58 2 284

＊その他には、監視断続的労働の認許、労働条件違反に対する損害賠償請求、組合会議招

　集権者の指名議決、組合規約に対する法令違反の有無判断などが含まれている。

（注1）以下の統計資料は、韓国労働委員会判例集（1997年度）第32号2巻によるもの

　　　である。

［別表2］　主な審判事件の処理内訳（初審）

単位：工

事　　件 年　　度 全部認定 一部認定 和　　解 棄　　却 却　下 ＊取　　下

1996 45 10 6 129 36 267不当労働

s為 1997 48 4 4 120 20 248

不当解雇 1996 207 6 16 243 82 958

1997 275 8 15 263 70 1，121

その他 1996 428 33 0 60 8 134

1997 144 12 0 24 16 80

＊取下には和解による取り下げも多く含まれている。
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［別表3］　審判事件の処理機関（初審）

官L
～

凶
、
一

で

「皐一　　　　　　　　　　61～9。日91、150｝≡i151日尉

　1997　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258

　1996　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　127

（注2）鞭にな。て紛争処理にかかる時間が徐々1、長くなつぞいる。

　　　　　　［別表4］　再審における紛争処理状況（審判事件）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：一

瓢（．）璽内銘i嵩聾膿覇処糊颪て、、る1

　　　　　　　　　　　　［別表5］　労働争議事件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単インウ：　：　イ4二

度 処理件数 平均期間 301ヨ以内
w3｝～6（型⊥

7 2，532 35．8 L288 865　1一

6 2，673 26．1 1，666
8751

説

　　　　
1
」

”婆労
「

　　

@　
@搬

　　

@　

@　

ﾙ
委労地

受　理
（件）

771

H5
656

　処

、斡旋＊

2
1　22

理　　内

11997・労委　83　8・　15！

1　餅委5・65・6B91
一＊斡旋は1997年改正の際に廃．止された。

761｝

114

646

取　下

335

　17
318

1

）（

1

指導

121

31

9｛｝

馨
　　不調

19　　　25〔｝

り　　　66

i9　　　184

仲　裁

　隔　　　　　　31獅6
1
　　　26
6｛｝　　　　　71　　　　　271

｝
）

1

醐一

1劉

　／0

4　　　　0

　　　〔｝

　　　｛｝

　　　　卍
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る
を
え
な
い
。

労働委員会における個別紛争処理に関する一研究（李）

（
1
）
　
日
本
の
労
働
委
員
会
制
度
の
問
題
点
や
課
題
を
分
析
し
た
最
近
の
文
献
と
し
て
は
、
労
使
関
係
法
研
究
会
『
我
が
国
に
お
け
る
労
使
紛
争
の
解

　
決
と
労
働
委
員
会
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
報
告
』
二
九
九
八
年
）
の
ほ
か
、
菅
野
和
夫
⊥
局
田
正
昭
1
1
宮
里
邦
雄
1
1
宮
本
光
雄
ロ
中
山
慈
夫
（
座

　
談
会
）
「
労
働
委
員
会
制
度
の
課
題
と
展
望
」
中
央
労
働
時
報
八
九
七
号
臨
時
増
刊
、
高
梨
昌
旨
花
見
忠
1
1
道
幸
哲
也
他
（
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

　
ン
）
中
央
労
働
時
報
九
〇
三
号
臨
時
増
刊
、
な
ど
が
代
表
的
で
あ
る
。

（
2
）
　
こ
れ
に
関
す
る
最
近
の
文
献
と
し
て
は
、
毛
塚
勝
利
「
新
た
な
個
別
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
提
言
」
季
刊
労
働
法
一
八
四
号
、
山
川
隆
一
「
個

　
別
労
働
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
設
計
」
季
刊
労
働
法
一
八
○
号
、
村
中
孝
史
「
個
別
的
労
使
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
検
討
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
四
三

　
六
号
、
宮
里
邦
雄
「
労
働
委
員
会
の
新
し
い
役
割
－
個
別
的
労
使
紛
争
と
労
働
委
員
会
」
月
刊
労
委
労
協
一
九
九
五
年
二
月
号
、
李
鑓
「
日
本
に
お

　
け
る
労
使
紛
争
の
法
的
概
念
－
個
別
紛
争
処
理
制
度
の
視
点
か
ら
」
本
郷
法
政
紀
要
（
創
刊
号
）
等
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
文
献
は
枚
挙
に
暇
が

　
な
い
。
主
要
文
献
と
し
て
は
、
前
述
し
た
注
（
1
）
の
文
献
の
ほ
か
、
日
本
労
働
法
学
会
誌
二
八
号
『
労
使
紛
争
と
労
働
委
員
会
』
（
一
九
六
六
年
）
、

同
四
九
号
『
労
働
委
員
会
制
度
の
現
状
と
展
望
』
（
一
九
七
七
年
）
、
同
七
二
号
『
行
政
救
済
と
司
法
救
済
』
二
九
八
八
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）
　
こ
れ
に
関
す
る
文
献
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
主
要
文
献
と
し
て
は
、
前
述
し
た
心
心
の
文
献
の
ほ
か
、
日
本
労
働
法
学
会
誌
二
八
号
『
労
使
紛

争
と
労
働
委
員
会
』
二
九
六
六
年
）
、
同
四
九
号
『
労
働
委
員
会
制
度
の
現
状
と
展
望
』
（
一
九
七
七
年
）
、
同
七
二
号
『
行
政
救
済
と
司
法
救
済
』

　
（
一
九
八
八
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
4
）
　
筆
者
は
、
韓
国
の
労
働
委
員
会
制
度
に
つ
い
て
二
回
に
わ
た
り
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
「
韓
国
に
お
け
る
労
働
委
員
会
の
個
別
紛
争
処
理
一
日

本
と
の
比
較
を
中
心
に
」
（
日
本
労
働
研
究
雑
誌
第
四
三
六
号
、
一
九
九
六
年
）
と
「
解
雇
紛
争
解
決
制
度
の
比
較
法
的
研
究
（
三
）
1
英
・
独
・
仏
・

韓
の
制
度
か
ら
の
日
本
の
制
度
改
革
へ
の
示
唆
を
求
め
て
」
（
法
学
協
会
雑
誌
第
一
一
五
巻
六
号
、
一
九
九
八
年
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
韓
国

　
で
は
、
最
近
、
三
回
（
一
九
九
六
年
一
二
月
、
｝
九
九
七
年
三
月
、
一
九
九
八
年
二
月
）
に
わ
た
り
大
幅
な
法
改
正
が
あ
り
、
労
働
法
分
野
に
お
い

　
て
も
新
し
い
立
法
を
始
め
法
体
系
に
多
く
の
変
化
が
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
今
回
の
一
連
の
法
改
正
後
に
、
労
働
委
員
会
の
組
織
や
役
割
は
ど
の
よ
う

　
に
変
わ
り
、
ま
た
紛
争
処
理
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
現
れ
て
い
る
の
か
を
中
心
に
検
討
す
る
。
韓
国
の
新
労
働
立
法
の
背
景
・
経
過
お
よ
び

内
容
に
つ
い
て
は
、
林
和
彦
1
1
李
鑓
「
韓
国
の
新
労
働
立
法
一
解
説
と
翻
訳
（
一
）
～
（
三
）
」
日
本
法
学
第
六
三
巻
三
号
（
一
九
九
七
年
）
・
四
号
（
一

九
九
八
年
）
、
同
雑
誌
第
六
四
号
二
号
二
九
九
八
年
）
参
照
。
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（
5
）
　
現
行
♂
．
国
の
労
働
法
体
系
は
、
日
本
と
同
様
に
、
塗
方
其
準
法
へ
労
働
技
章
法
）
、
労
働
継
ノ
ロ
及
び
労
働
閲
痒
調
整
法
（
労
働
法
と
労
働
関
係
調

　
整
法
）
を
黒
焦
と
し
て
、
男
女
装
用
卜
等
法
（
男
女
、
雇
用
機
会
均
等
法
）
、
最
低
　
金
法
、
労
働
委
員
会
法
（
労
働
委
員
会
規
則
）
、
産
表
災
窒
補
償

　
保
険
法
（
労
働
者
災
セ
，
補
償
保
険
法
）
、
産
業
安
圭
保
健
法
（
労
働
安
全
爾
生
法
）
、
職
業
安
定
法
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
内
容
面
に
お

　
い
て
も
耶
分
的
に
若
干
孟
、
な
る
点
は
あ
る
も
の
の
、
日
本
の
労
働
法
と
脚
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
目
本
で
は
、
労
使
協
議
制
の
実
施
い
か
ん

　
が
労
使
自
治
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
韓
国
で
は
、
　
｝
九
八
○
年
に
労
使
協
議
会
法
が
汀
律
と
し
て
制
定
さ
れ
、
…
定
規
模
の
葬
栄
昌

　
に
対
し
て
は
労
使
協
栄
．
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
法
律
は
い
ま
だ
に
存
在
し
な
い
こ
と
な
ど
の
点
に
お
い

　
て
は
、
日
本
と
異
な
る
。
も
国
の
労
働
法
制
に
関
す
る
詳
細
は
、
孫
昌
蕪
㌦
輻
国
の
労
使
関
係
』
（
口
本
労
働
研
究
機
構
、
一
九
九
五
年
）
↓
四
五
頁

　
以
下
、
林
和
彦
「
韓
国
の
労
働
法
制
」
季
刊
労
働
法
一
ヒ
四
号
一
九
頁
以
下
、
下
戸
「
御
国
に
お
け
る
争
戚
行
為
制
限
の
同
題
；
日
本
と
の
比
較
」

　
口
本
労
働
研
究
雑
誌
一
七
六
号
四
九
頁
以
下
、
同
層
　
一
世
紀
の
労
使
関
係
（
韓
国
編
ζ
（
労
務
行
政
僻
邑
所
、
…
九
九
二
年
）
…
三
六
頁
以
下
な

　
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
軍
国
に
お
い
て
、
地
方
自
治
が
本
格
的
に
実
施
さ
れ
始
め
た
の
は
、
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
、

　
軍
事
独
裁
政
権
に
よ
る
強
力
な
中
央
統
制
政
治
が
長
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、
八
0
乍
代
前
半
か
ら
始
ま
っ
た
…
辻
の
政
治
民
主
化
に
よ

　
り
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
地
方
自
治
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
一
九
九
三
F
に
登
場
し
た
文
民
政
権
の
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
中

　
断
さ
れ
て
い
た
地
方
自
治
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
な
ど
、
地
方
分
権
化
が
進
ん
で
は
い
る
。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
労
働
委
員
会
の
改
革
ま
で
に

　
は
一
n
り
な
か
っ
た
。

（
6
）
　
韓
国
労
働
委
員
会
制
度
は
長
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
関
す
る
研
究
は
帝
国
に
お
い
て
も
案
外
少
な
い
。
本
稿
で
は
、

　
次
の
よ
う
な
文
献
を
参
考
に
し
た
。
韓
国
中
央
労
働
委
員
会
『
労
働
委
員
会
判
例
集
⊃
九
九
〇
～
九
八
卜
）
』
、
全
r
培
『
労
働
法
』
第
九
版
（
博

　
英
社
、
一
九
九
七
卜
）
、
金
碧
盛
　
力
働
法
H
』
（
法
文
社
、
一
九
九
六
卜
）
、
金
攻
善
『
労
働
沙
講
義
、
（
博
英
杜
、
一
九
九
二
年
）
、
林
相
弼
「
＾
国

　
労
働
法
』
（
大
難
社
、
　
一
九
九
二
年
）
、
藁
蕎
泰
『
労
働
法
』
（
玄
、
石
社
、
　
一
九
九
四
卜
）
、
　
ヒ
免
罪
・
李
永
煕
匡
労
働
争
峨
靴
敷
、
干
反
の
研
究
』
（
h
国

　
労
働
研
究
院
、
一
九
八
九
年
）
、
全
免
基
『
雰
働
委
員
会
制
度
改
凸
一
方
案
研
究
』
（
韓
国
万
働
研
究
院
、
一
九
九
二
年
）
、
邸
冨
一
樹
・
鄭
乗
錫
『
功
．
力
監

　
督
行
政
制
反
の
改
善
方
案
研
究
』
（
韓
国
労
働
研
究
院
、
一
九
九
二
年
）
（
い
ず
れ
も
ハ
ン
グ
ル
版
で
あ
る
）
の
ほ
か
に
、
Z
鈴
一
（
）
墨
一
9
σ
（
ζ
カ
①
一
㌘

　
臼
）
一
天
O
（
u
コ
μ
∋
ジ
。
。
一
（
三
口
①
℃
毎
＝
∩
o
｛
〆
○
『
①
餌
」
邑
了
。
「
菊
巴
讐
一
（
）
一
一
∫
O
c
ヨ
ゴ
比
。
。
㏄
凶
〔
）
多
一
φ
）
○
。
。
。
’
金
真
盛
「
喜
国
に
お
け
る
一
九
九
六
．
九
七
年
労
働
関
係

　
法
改
正
」
（
李
倉
皇
）
↓
｝
志
冒
℃
讐
ニ
コ
毎
∋
無
凶
三
二
門
門
Ψ
（
差
二
」
≦
男
。
三
∋
二
，
冨
F
O
＞
も
・
蓉
含
碧
団
（
5
。
こ
簿
一
）
讐
」
ロ
。
し
も
ε
℃
¢
〔
u
圃
眠
し
。
①
ユ
①
。
。
Z
c
．
ド

　
胃
①
σ
H
，
ロ
郁
＝
、
／
、
一
④
㏄
O
c
．

（
7
）
　
た
だ
し
、
船
員
労
働
委
辞
去
は
、
船
目
を
対
象
に
し
た
特
別
制
皮
で
あ
り
、
ま
た
本
稿
と
直
ヂ
関
係
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
詳
論
し
な
い
。
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労働委員会における個別紛争処理に関する一研究（李）

（
8
）
　
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
は
、
岸
井
貞
夫
「
労
働
委
員
会
の
制
度
と
機
構
か
ら
み
た
問
題
点
」
『
日
本
労
働
法
学
会
誌
』
四
九
号
、
一
〇
頁
以
下
参

照
。（

9
）
韓
国
に
お
い
て
、
地
方
自
治
が
本
格
的
に
実
施
さ
れ
始
め
た
の
は
、
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
、
軍
事
独
裁
政
権
に

　
よ
る
強
力
な
中
央
統
制
政
治
が
長
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、
八
○
年
代
段
半
か
ら
始
ま
っ
た
一
連
の
政
治
民
主
化
に
よ
り
、
少
し
ず
つ
で

　
は
あ
る
が
、
地
方
自
治
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
一
九
九
三
年
に
登
場
し
た
文
民
政
権
の
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
中
断
さ
れ
て
い
た
地

方
自
治
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
な
ど
、
地
方
分
権
化
が
進
ん
で
は
い
る
。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
地
方
分
権
化
は
労
働
委
員
会
制
度

　
ま
で
に
は
及
ん
で
い
な
い
。

（
1
0
）
　
改
正
前
の
三
者
委
員
の
任
命
に
お
け
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
李
鑓
「
韓
国
に
お
け
る
労
働
委
員
会
の
個
別
紛
争
処
理
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌

　
四
三
六
号
二
八
頁
参
照
。

（
1
1
）
　
常
勤
委
員
と
な
る
者
は
、
委
員
長
を
含
め
て
二
名
以
内
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
数
か
ら
み
る
と
、
中
労
委
を
始
め
、
ソ
ウ
ル
地
労
委
、
京
畿
地

労
委
、
仁
川
地
労
委
、
釜
山
地
労
委
の
よ
う
に
規
模
の
大
き
い
地
労
委
に
は
二
人
の
常
勤
委
が
い
る
の
に
対
し
て
、
比
較
的
に
規
模
の
小
さ
い
他
の

　
地
労
委
に
は
委
員
長
一
人
が
常
勤
委
員
と
な
っ
て
い
る
。

（
1
2
）
改
正
前
の
旧
労
委
法
に
よ
れ
ば
、
中
労
委
の
常
勤
委
員
と
な
れ
る
者
と
し
て
、
①
一
級
以
上
の
公
務
員
と
し
て
一
年
以
上
在
職
し
た
者
、
②
二

級
ま
た
は
三
級
相
当
の
公
務
員
と
し
て
三
年
以
上
在
職
し
た
者
、
③
裁
判
官
、
検
察
官
、
軍
法
務
官
ま
た
は
弁
護
士
と
し
て
六
年
以
上
在
職
し
た
者
、

④
公
認
大
学
に
お
い
て
副
教
授
以
上
の
資
格
で
三
年
以
上
柱
幟
し
た
者
、
⑤
労
働
関
係
業
務
に
一
五
年
以
上
従
事
し
た
者
で
、
労
働
部
長
官
が
そ
の

資
格
を
認
め
た
者
、
な
ど
の
資
格
要
件
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
旧
労
委
法
七
条
の
三
第
一
項
）
。
ま
た
、
同
法
は
、
地
労
委
の
常
勤
委
員
の
資
格
要
件

　
に
つ
い
て
も
、
多
少
そ
の
基
準
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
ほ
ぼ
同
様
の
要
件
を
定
め
て
い
る
（
同
条
第
二
項
）
。

（
1
3
）
　
こ
の
点
は
、
従
来
か
ら
批
判
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
九
九
七
年
の
改
正
の
際
に
は
、
中
労
委
の
委
員
長
の
地
位
を
従
来
の
コ

級
相
当
」
か
ら
「
政
務
職
（
大
臣
級
）
」
に
格
上
げ
す
る
な
ど
、
改
善
を
図
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
の
改
正
で
は
、
中
労
委
の
委
員
長
の
み
が
格
上
げ

　
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
他
の
委
員
の
地
位
は
従
来
の
ま
ま
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
韓
国
は
、
日
本
と
同
様
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
見
ら
れ
る
特
別
裁
判
所
制
度
は
設
け
て
な
い
。
た
だ
、
一
般
裁
判
所
と
は
別
格
に
、
憲
法
裁
判

所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
同
裁
判
所
は
、
法
律
に
対
す
る
違
憲
の
有
無
、
弾
劾
、
政
党
の
解
散
、
国
家
機
関
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
相
互
間
の
権
限

争
議
、
憲
法
訴
願
な
ど
を
判
断
す
る
た
め
に
、
一
九
八
八
年
に
設
け
ら
れ
た
特
別
裁
判
所
で
あ
る
（
憲
法
裁
判
所
法
二
条
）
。
同
裁
判
所
は
、
一
九
八

九
年
一
月
二
五
日
に
初
の
違
憲
判
決
を
下
し
て
か
ら
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
違
憲
判
決
を
出
し
て
お
り
、
な
か
に
は
労
働
関
係
法
令
も
か
な
り
含
ま
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・｝ム

【珊 説

　
れ
て
い
る
（
日
韓
法
律
家
集
会
レ
ポ
ー
ト
「
韓
国
の
司
法
と
人
権
」
　
　
　
　
　
　
　
二
九
三
号
二
九
頁
以
下
参
照
）
。

（「

c
）
　
裁
判
事
件
で
の
労
働
事
件
の
占
め
る
割
合
を
み
る
と
2
九
九
〇
年
）
、
地
裁
の
場
合
、
総
事
件
一
七
万
七
七
四
九
件
の
う
ち
、
職
業
安
定
・
雇

　
用
促
進
法
に
関
す
る
も
の
が
四
九
五
こ
口
二
・
八
％
）
、
勤
労
基
準
法
に
関
す
る
も
の
が
四
一
五
件
（
二
∴
二
％
）
、
労
働
争
訟
調
整
法
に
関
す
る
も
の

　
が
一
九
五
件
（
○
・
一
一
％
）
、
労
働
組
合
法
に
関
す
る
も
の
が
四
一
件
（
O
i
O
二
三
％
）
、
産
業
安
全
法
に
関
す
る
も
の
が
二
九
件
（
○
・
〇
一

　
よ
ハ
％
）
　
と
な
つ
ザ
し
い
る
。

（
一
6
）
　
中
労
委
の
特
別
権
限
と
し
て
は
、
労
働
部
長
官
の
緊
急
調
整
決
定
に
先
立
っ
て
の
意
見
表
明
（
労
調
法
七
六
条
二
項
）
お
よ
び
関
係
行
政
宮
庁

　
に
対
す
る
労
働
条
件
改
善
の
勧
告
（
労
委
法
二
二
条
）
が
あ
る
。
そ
し
て
、
政
策
的
権
限
と
し
て
は
、
労
働
委
員
会
の
運
営
に
関
す
る
基
本
方
針
の

　
指
示
お
よ
び
法
令
解
釈
（
労
委
法
二
四
条
）
、
労
働
委
員
会
の
規
則
制
定
（
労
委
法
二
五
条
）
お
よ
び
機
能
者
養
成
に
関
す
る
大
統
領
令
の
制
定
に
お

　
け
る
諮
問
（
勤
基
．
法
七
八
条
）
な
ど
が
あ
る
。

（
浮
〉
　
こ
の
点
で
、
労
働
争
議
の
概
念
を
集
団
紛
争
に
限
定
し
て
解
釈
す
る
目
本
と
は
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
る
（
日
本
の
労
働
関
係
調
整
法
六
条
参

　
照
）
。

（
1
8
）
　
不
当
労
働
行
為
に
対
す
る
司
法
的
救
済
を
認
め
た
大
法
院
（
最
高
裁
）
判
例
と
し
て
は
、
大
判
一
九
八
八
∴
二
・
一
三
（
八
六
ダ
ニ
〇
四
）
、
同

　
（
八
六
タ
カ
一
〇
三
五
）
、
同
一
九
九
一
・
七
・
＝
一
（
九
〇
ダ
九
三
五
三
）
、
同
一
九
九
二
・
五
∴
一
二
（
九
…
ダ
ニ
ニ
ニ
○
○
）
な
ど
が
あ
る
。

（
1
9
）
　
監
督
官
の
権
限
に
つ
い
て
は
勤
墓
法
で
詳
細
に
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
を
日
本
の
監
督
署
の
書
軸
に
比
較
し
た
場
合
、
そ
の
範
囲
が
極
め
て
広

　
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
同
法
に
よ
る
と
、
監
督
官
は
、
勤
基
法
違
反
事
項
の
ほ
か
に
、
労
働
関
係
法
令
一
た
と
え
ば
、
最
低
賃
金
法
、
労
調
法
、
労

　
使
協
議
会
法
、
産
業
安
全
保
健
法
、
産
業
災
害
補
償
保
険
法
、
男
女
雇
用
平
等
法
な
ど
一
違
反
事
項
に
対
し
て
も
監
督
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

　
（
勤
基
法
一
〇
四
条
五
項
）
。

（
⑳
）
　
日
本
で
は
、
不
当
労
働
行
為
が
あ
っ
て
か
ら
…
年
以
内
に
地
労
委
に
救
済
申
立
を
す
れ
ば
よ
い
が
、
韓
国
で
は
そ
の
行
為
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
初
審
の
判
定
に
不
服
の
あ
る
場
合
、
日
本
で
は
初
審
か
ら
一
五
日
以
内
に
中
労
委
に
．
再
審
を
求
め
れ
ば
よ
い
が
、

　
韓
国
で
は
初
審
か
ら
一
〇
日
以
内
に
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
再
審
に
も
不
服
の
あ
る
場
合
は
、
日
本
で
は
再
審
か
ら
三
〇
日
以
内
に
地
裁

　
に
行
政
訴
訟
を
提
起
す
れ
ば
よ
い
が
、
韓
国
で
は
再
審
か
ら
一
五
日
以
内
に
高
等
法
院
（
高
裁
）
に
行
政
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
2
1
）
　
「
公
認
労
務
士
」
と
は
、
労
働
行
政
需
要
の
急
増
に
よ
る
労
働
問
題
専
門
家
の
不
足
現
象
を
解
消
し
、
事
業
場
の
自
律
的
労
務
管
理
体
制
を
図
る

　
た
め
に
～
九
八
四
年
｝
二
月
に
導
入
し
た
制
度
で
あ
る
。
公
認
労
務
士
の
主
た
る
職
務
は
、
①
行
政
官
庁
に
提
出
す
る
書
類
へ
申
告
、
申
請
・
報
告
・

　
請
求
お
よ
び
権
利
救
済
の
た
め
の
書
類
等
）
の
作
成
、
②
労
務
管
理
に
関
す
る
相
談
指
導
、
③
勤
基
法
の
適
用
事
業
（
場
）
に
対
す
る
労
務
管
理
診
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断
な
ど
で
あ
る
（
公
認
労
務
士
法
二
条
）
。
公
認
労
務
士
の
資
格
は
、
所
定
の
試
験
に
合
格
し
た
者
、
あ
る
い
は
一
〇
年
以
上
労
働
行
政
に
従
事
し
た

者
と
し
て
、
五
級
以
上
の
職
に
五
年
以
上
在
職
し
た
公
務
員
と
な
っ
て
い
る
（
同
法
三
条
）
。
公
認
労
務
士
の
費
用
は
、
弁
護
士
費
用
に
比
べ
て
一
般

　
に
低
廉
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
労
働
事
件
の
申
立
人
の
な
か
に
は
経
済
的
弱
者
で
あ
る
労
働
者
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
に
着
目
し
、

労
働
者
が
気
軽
に
労
働
事
件
の
救
済
申
立
を
労
働
委
員
会
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
政
策
的
な
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る

　
と
、
労
使
紛
争
の
場
合
、
労
働
者
に
と
っ
て
労
働
委
員
会
は
裁
判
所
に
比
べ
て
経
済
的
に
有
利
で
あ
る
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ま
で
公
認
労

務
士
の
資
格
を
取
得
し
た
者
は
延
べ
三
二
五
人
（
試
験
に
よ
る
取
得
が
一
八
八
名
、
経
歴
認
定
に
よ
る
取
得
が
＝
二
七
名
）
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
｝

　
二
八
人
が
実
際
に
活
動
を
行
っ
て
い
る
（
労
働
部
『
労
働
白
書
』
一
九
九
五
年
版
、
六
四
頁
以
下
）
。

（
2
2
）
　
こ
の
点
に
お
い
て
、
日
本
の
旧
労
組
法
（
三
三
条
）
下
の
状
況
に
極
め
て
似
て
い
る
（
日
本
の
旧
制
度
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
菅
野
和
夫
『
労

働
法
』
第
五
版
（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
六
四
五
頁
以
下
参
照
）
。

（
2
3
）
　
現
行
民
法
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
に
つ
い
て
は
、
雇
用
契
約
の
当
事
者
は
い
つ
で
も
解
雇
で
き
る
と
し
、
解
雇
の
効
力
は
解
雇
通

知
か
ら
一
ヵ
月
が
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
（
民
法
六
六
〇
条
）
。
し
た
が
っ
て
、
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
の
場
合
、
使
用
者
は
、

正
当
な
理
由
が
な
く
て
も
、
一
カ
月
の
解
雇
予
告
期
間
を
も
っ
て
何
時
で
も
労
務
者
と
の
雇
用
契
約
を
解
消
で
き
る
の
が
、
民
法
上
の
原
則
で
あ
る
。

（
2
4
）
特
別
な
解
雇
保
護
規
定
は
、
勤
基
法
を
始
め
、
労
調
法
、
男
女
雇
用
平
等
法
な
ど
で
散
見
さ
れ
る
。
主
な
も
の
と
し
て
、
①
国
籍
・
信
仰
・
社
会

的
身
分
に
よ
る
差
別
的
取
扱
を
禁
じ
る
も
の
（
勤
基
法
五
条
）
、
②
業
務
災
害
・
産
前
産
後
に
お
け
る
解
雇
を
制
限
す
る
も
の
（
青
田
法
三
〇
条
二

項
）
、
③
解
雇
予
告
期
間
を
定
め
る
も
の
（
勤
基
法
三
二
条
一
項
）
、
④
監
督
機
関
へ
の
申
告
を
理
由
と
す
る
報
復
的
解
雇
を
禁
じ
る
も
の
（
勤
基
法

　
一
〇
七
条
二
項
）
、
⑤
不
当
労
働
行
為
に
よ
る
解
雇
を
禁
じ
る
も
の
（
労
調
法
八
一
条
｝
号
お
よ
び
五
号
）
、
⑥
女
子
労
働
者
に
対
す
る
差
別
的
解
雇

　
を
禁
じ
る
も
の
（
平
等
法
八
条
）
な
ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
厳
し
い
罰
則
が
付
い
て
い
る
。

（
2
5
）
　
現
行
勤
基
法
は
、
「
使
用
者
は
、
正
当
な
理
由
な
く
労
働
者
を
解
雇
、
休
職
、
停
職
、
転
職
、
減
俸
そ
の
他
懲
罰
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
規

定
し
（
三
〇
条
一
項
）
、
民
法
上
の
解
雇
自
由
の
原
則
を
大
幅
に
修
正
・
制
限
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
韓
国
で
は
、
使
用
者
が
労
働
者
を
解
雇
す

　
る
に
は
、
原
則
的
に
正
当
な
理
由
が
必
要
で
あ
り
、
使
用
者
が
こ
れ
に
違
反
す
る
と
、
五
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
三
千
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処

　
せ
ら
れ
る
（
動
基
法
一
一
〇
条
）
。
こ
の
意
味
で
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
日
本
に
お
い
て
活
発
に
行
わ
れ
た
解
雇
の
自
由
を
め
ぐ
る
議
論
（
た

　
と
え
ば
、
解
雇
自
由
説
、
権
利
濫
用
説
、
正
当
事
由
説
な
ど
）
が
生
じ
る
余
地
は
な
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
最
近
の
改
正
の
際
に
は
、
経
営
上
の
理

由
に
よ
る
解
雇
制
限
規
定
も
設
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
現
行
罪
質
法
に
よ
る
と
、
　
「
使
用
者
が
経
営
上
の
理
由
に
よ
っ
て
労
働
者
を
解
雇
す
る
に

　
は
、
緊
迫
し
た
経
営
上
の
必
要
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
「
経
営
の
悪
化
を
防
ぐ
た
め
の
事
業
の
譲
渡
・
引
受
・
合
併
は
、
緊
迫
し
た
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」／起

1｝嗣

　
経
営
上
．
の
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
盆
＝
条
）
。

（
2
6
）
　
こ
れ
に
関
す
る
詳
細
は
、
李
艇
∴
臨
幸
論
文
（
H
本
労
働
研
究
．
雑
誌
、
三
五
頁
）
注
二
四
参
．
照
。

（
2
7
）
　
韓
国
で
は
、
｝
九
八
七
年
か
ら
～
九
八
八
年
に
わ
た
っ
て
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
も
な
い
多
く
の
労
使
紛
争
が
発
生
．
し
た
が
、
そ
の
直
接
的
な

　
契
機
と
な
っ
た
の
が
一
九
八
七
年
六
月
二
九
日
の
「
民
主
化
宣
言
」
で
あ
る
。
同
宣
言
は
、
文
字
ど
お
り
に
政
治
民
主
化
の
心
逸
に
過
ぎ
な
い
け
れ

　
ど
も
、
そ
の
波
及
効
果
は
あ
ま
り
に
も
懐
き
ノ
＼
経
済
、
社
会
、
労
働
な
ど
社
会
全
般
の
民
主
化
を
促
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
労
働
法
分
野
で
は
、

　
同
年
一
一
月
二
八
日
に
労
組
法
を
中
心
と
し
て
労
調
法
、
電
磁
法
な
ど
が
改
正
さ
れ
た
が
、
な
か
で
も
労
組
法
の
改
正
は
韓
国
の
労
働
法
史
に
お
い

　
て
は
も
ち
ろ
ん
、
労
働
運
動
史
に
お
い
て
極
め
て
璽
要
な
意
味
を
も
つ
。
と
い
う
の
は
、
韓
国
で
は
長
年
に
わ
た
っ
て
労
働
組
合
に
対
す
る
政
府
か

　
ら
の
徹
底
し
た
弾
圧
政
策
が
と
ら
れ
て
き
た
が
、
同
改
正
に
よ
っ
て
労
働
組
合
の
組
織
や
活
動
が
相
当
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
2
8
）
　
一
九
八
九
年
労
基
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
新
た
に
労
働
委
員
会
の
管
轄
事
項
と
な
っ
た
の
は
、
①
不
当
解
雇
の
審
査
と
救
済
（
勤
基
法
三
三
条

　
二
項
）
、
②
休
業
手
当
支
払
の
例
外
認
定
（
勤
基
法
四
五
条
二
項
）
、
③
労
働
陰
影
・
休
憩
・
休
日
の
適
用
に
関
す
る
例
外
承
認
（
旧
家
基
法
四
九
条
三

　
項
）
な
ど
が
あ
る
（
一
九
九
六
年
皇
基
法
の
改
正
の
際
に
、
そ
の
管
轄
が
労
働
委
員
会
か
ら
労
働
部
長
官
に
変
わ
っ
た
）
。

（
2
9
）
　
産
業
別
労
働
者
の
移
動
を
み
る
と
、
鉱
工
業
な
ど
の
二
次
産
業
の
労
働
者
は
減
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
三
次
産
業
に
従
事

　
す
る
労
働
者
の
数
が
着
実
に
増
え
て
い
る
。
こ
れ
に
関
す
る
詳
細
は
、
李
鑓
・
前
掲
論
文
（
日
本
労
働
研
究
雑
誌
、
三
五
頁
）
注
表
三
参
照
。

（
調
）
　
組
合
組
織
率
は
、
八
○
年
後
半
ま
で
は
民
主
化
宣
言
の
影
響
か
ら
上
昇
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
産
業
構
造
の
変
化
や

　
労
使
関
係
の
安
定
（
戦
闘
的
・
集
団
的
関
係
か
ら
協
調
的
・
個
別
的
関
係
へ
）
に
伴
い
徐
々
に
減
っ
て
お
り
、
一
九
九
四
年
現
在
、
組
織
率
は
一
五
％

　
を
切
っ
て
い
る
。

（
別
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
墨
黒
∴
嗣
掲
論
文
（
日
本
労
働
研
究
雑
誌
、
三
六
頁
）
別
表
二
、
三
、
四
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
ソ
山
」
）
）
　
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
に
よ
れ
ば
、
中
労
委
に
お
け
る
違
法
解
雇
事
件
の
場
合
、
弁
護
士
が
代
理
人
と
な
る
ケ
ー
ス
は
少
な
い
の
に
対
し
て
、
公
認

　
労
務
士
に
よ
る
代
理
が
多
い
と
い
う
（
全
体
の
六
割
以
上
）
。

（
詔
）
　
中
労
委
の
審
査
官
に
は
、
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
の
公
務
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
労
委
に
お
い
て
は
、
ノ

　
ン
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
の
公
務
員
の
な
か
か
ら
労
働
基
準
監
督
な
ど
の
労
働
行
政
業
務
に
携
わ
っ
た
経
験
の
あ
る
労
働
問
題
ベ
テ
ラ
ン
が
配
讃
さ
れ
る

　
ケ
ー
ス
が
多
い
。

（
瀕
）
　
す
な
わ
ち
、
韓
国
で
は
、
日
本
と
は
異
な
り
、
審
問
が
開
始
し
て
み
な
い
と
誰
と
一
緒
に
・
審
問
に
当
た
る
か
が
事
前
に
は
わ
か
ら
な
い
。

（
訪
）
　
労
委
法
に
よ
れ
ば
、
公
益
委
員
の
資
格
要
件
の
一
つ
と
し
て
、
一
定
の
労
働
行
政
業
務
に
携
わ
っ
た
経
験
の
あ
る
者
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
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労
働
問
題
に
詳
し
い
者
を
配
置
し
て
、
紛
争
処
理
の
専
門
性
を
図
る
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
る
が
、
し
か
し
他
方
で
、
常
勤
委
員
の
ポ
ス
ト
の
ほ
と

　
ん
ど
を
労
働
部
出
身
の
官
僚
が
占
め
る
な
ど
、
官
僚
化
が
進
ん
で
い
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

（
3
6
）
　
労
使
の
意
識
調
査
（
全
党
基
1
1
聖
堂
照
・
前
掲
書
一
九
九
頁
）
に
よ
れ
ば
、
労
働
委
員
会
が
紛
争
解
決
の
助
け
に
な
ら
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い

　
て
、
労
働
委
員
会
が
労
働
者
側
か
ら
信
頼
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
答
え
た
の
が
全
体
の
五
割
以
上
を
占
め
て
い
る
（
使
用
者
側
五
〇
・
七
％
、
労
働
者

　
側
五
二
・
五
％
）
。

労働委員会における個別紛争処理に関する一研究（李）
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